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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第11期
第２四半期
連結累計期間

第12期
第２四半期
連結累計期間

第11期
第２四半期
連結会計期間

第12期
第２四半期
連結会計期間

第11期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　７月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　７月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成22年
　　３月31日

売上高 (千円) 1,413,4362,045,642723,4041,160,2893,157,248

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △144,587 116,838△71,093 165,250△147,067

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △112,128 63,570 △52,395 107,590△218,610

純資産額 (千円) ― ― 2,414,0702,214,2412,192,441

総資産額 (千円) ― ― 3,488,8543,704,1013,649,981

１株当たり純資産額 (円) ― ― 74,516.4971,714.2571,255.88

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △3,684.422,088.87△1,721.683,535.33△7,183.35

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 65.0 58.9 59.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 147,844 239,088 ― ― △90,741

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △203,851 △4,120 ― ― △170,255

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 238,324△31,489 ― ― 307,671

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 934,4541,003,003799,554

従業員数 (名) ― ― 266 300 325

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第11期第２四半期連結累計期間、第11期第２

四半期連結会計期間及び第11期は、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。第12期第２四半期連結累計期間及び第12期第２四半期連結会計期間

は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社と連結子会社５社（株式会社豆蔵、株式会社オープンストリーム、株式会社モバ

イルコンビニ、株式会社フォスターネット、株式会社ネクストスケープ）、非連結子会社１社（碼媒卓軟

件(上海)有限公司）、及び関連会社１社（アクシスソフト株式会社）で構成され、ビジネス・ソリュー

ション部門、エンジニアリング・ソリューション部門、教育ソリューション部門を擁する企業グループと

なっています。事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容
議決権の所有割合又
は被所有割合(％)

関係内容

(非連結子会社)
碼媒卓軟件(上海)
有限公司

中国　上海市 100,000
  コンピュータ
  ソフトウエアの
  研究開発支援等

100.0役員の兼任　３名

(注) １　特定子会社に該当しております。

２　資本金は、登録資本金ベースの出資額（平成22年10月29日：30,000千円払込、残金払込日は未定。）を記載して

おります。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 300

(注) 　従業員数は就業人員であり、当社グループから当社グループ外への出向者を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 14

(注) 　従業員数は就業人員であり、当社から他社への出向者を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

ビジネス・ソリューション部門 1,042,027 183.9 837,615 176.5

エンジニアリング・ソリューション部門 156,706 111.6 127,916 102.0

教育ソリューション部門 21,067 53.1 10,703 40.1

合計 1,219,801 163.4 976,235 155.8

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　前連結会計年度まで区分表示しておりました「経営コンサルティング事業」及び「製品開発・販売事業」に

つきましては、第１四半期連結会計期間より「ビジネス・ソリューション部門」に含めることといたしまし

た。そのため、前年同四半期の数値を変更後の部門区分に組み替えて、前年同四半期との比較を行っておりま

す。

　
(2) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ビジネス・ソリューション部門 927,794 172.8

エンジニアリング・ソリューション部門 150,606 118.0

教育ソリューション部門 81,888 139.2

合計 1,160,289 160.4

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　前連結会計年度まで区分表示しておりました「経営コンサルティング事業」及び「製品開発・販売事業」に

つきましては、第１四半期連結会計期間より「ビジネス・ソリューション部門」に含めることといたしまし

た。そのため、前年同四半期の数値を変更後の部門区分に組み替えて、前年同四半期との比較を行っておりま

す。
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２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりであり

ます。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。

 　海外事業リスク

当社グループは、現在当社グループで展開している組込みソフトウエア向けソフトウエアエンジニア

リングサービスのグローバル展開を図るため、その拠点として中国に子会社を設立しております。今後、

海外市場において予想を超えた為替相場の変動や海外事業展開先の国の政治、経済、法制度等に著しい変

化が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成22年９月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社オープンスト

リームと株式会社モバイルコンビニとの合併を決議いたしました。合併契約の詳細につきましては、「第

５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　追加情報」に記載のとおりであります。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　経営成績の分析

当第２四半期における我が国経済は、景気は足踏み状態となり、失業率が高水準にあるなど厳しい状況

にあります。先行きについては海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動など、景気がさらに下押

しされるリスクが存在しています。

情報サービス産業では、依然として低調な景気状況だといえます。しかし、一方で、特定サービス動態統

計調査では、受注ソフトウエアが22年７月、８月と対前年同期を上回り始め、９月29日発表の第146回日銀

短観では、大企業について、ソフトウエア投資額（計画）が対前年プラス4.7%であるなど、需要をつかむ

チャンスも十分にあるものと思われます。

このような状況の下、当社グループは、課題であるリードタイムの短縮、新規の顧客開拓を地道に続け

ながら、既存のお客様企業から信頼を得られるサービス提供を心掛けてまいりました。

その結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は、1,160,289千円（前年同期比60.4％増）、営業

利益153,272千円（前年同期は64,640千円の営業損失）、四半期純利益107,590千円（同52,395千円の四

半期純損失）となりました。

また、当第２四半期連結累計期間における売上高は、2,045,642千円（前年同期比44.7％増）、営業利益

113,848千円（前年同期は127,979千円の営業損失）、四半期純利益63,570千円（同112,128千円の四半期

純損失）となりました。

　

部門別の売上高の状況
　

① ビジネス・ソリューション部門 

　ビジネス・ソリューション部門では、一般事業法人向けのシステム再構築支援案件が好調でした。し

ばらくの間、システムの手直しを控えていたお客様企業が、徐々にシステム投資を再開し始めている状

況であり、当社グループの強みを生かせることができる分野だけに営業活動に注力してまいりました。

また、連結納税システムTAX-Saverの受注状況も好調です。当第２四半期連結会計期間における売上高

は927,794千円（前年同期比72.8％増）、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,624,224千円

（同64.0％増）となりました。

　

② エンジニアリング・ソリューション部門 

　エンジニアリング・ソリューション部門では、昨年度より引き続き精密機器製造業向け技術支援、自

動車関連向け技術支援が好調です。また、SI業向け技術支援が堅調に推移しました。Android OSや

iPhone OS、Windows CEを利用した製品開発に対する技術支援を立ち上げ、営業に注力しております。そ

の結果、創業以来２番目に好調であった前期を上回る結果となっています。当第２四半期連結会計期間

における売上高は150,606千円（前年同期比18.0％増）、当第２四半期連結累計期間における売上高は

293,937千円（同22.0％増）となりました。

　

③ 教育ソリューション部門 

　教育ソリューション部門では、前年度が好調でした。今年度は、お客様企業の教育予算縮小の影響など

から、第１四半期では対前年同期比が苦戦となりましたが、第２四半期では復調し始めております。中

堅エンジニア向けの中・小オンサイト案件の掘り起こしに注力しております。当第２四半期連結会計

期間における売上高は81,888千円（前年同期比39.2％増）、当第２四半期連結累計期間における売上

高は127,480千円（同30.0％減）となりました。
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（2） 財政状態の分析

　① 資産、負債及び純資産の状況

(ⅰ) 資産 

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて、14.1％増加し、2,017,769千円となりました。これは、主と

して「現金及び預金」が233,448千円、「売掛金」が98,555千円増加し、一方で、「その他」に含まれ

る未収還付法人税等が55,132千円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、10.4％減少し、1,686,332千円となりました。これは、主と

して「その他」に含まれる差入保証金が55,538千円、同じく「その他」に含まれる長期繰延税金資

産が41,773千円減少したことなどによります。 

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、1.5％増加し、3,704,101千円となりました。 

(ⅱ) 負債 

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて、6.6％増加し、1,323,757千円となりました。これは、主とし

て「１年内返済予定の長期借入金」が40,734千円、「その他」に含まれる前受金が34,552千円増加

したことなどによります。 

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて、22.8％減少し、166,103千円となりました。これは、主とし

て「長期借入金」が45,276千円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、2.2％増加し、1,489,860千円となりました。

(ⅲ) 純資産 

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、2,214,241千円となりました。これは、主と

して「利益剰余金」に含まれる繰越利益剰余金が33,035千円増加したことなどによります。 

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第２四半期連

結会計期間末に比べて、68,548千円増加し、1,003,003千円となりました。

　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果197,598千円(前年同期比98,669千円増)の資金

が得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益183,553千円などによるもの

です。支出としては、売上債権の増加額172,351千円などとなっております。

なお、当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果239,088千円(前年同期比91,244千円増)

の資金が得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益151,495千円などによ

るものです。支出としては、売上債権の増加額98,555千円などとなっております。

　

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における投資活動により使用した資金は20,303千円(前年同期比

143,462千円増)です。主として、定期預金の預入に30,000千円を資金支出しております。

なお、当第２四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は4,120千円(前年比

199,730千円増)です。主として、定期預金の預入に30,000千円を資金支出しております。

　

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における財務活動により得られた資金は19,805千円(前年同期比

243,266千円減)です。収入としては、短期借入れによる収入787,500千円によるものです。主な支出と

しては、短期借入金の返済による支出695,000千円などとなっております。
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なお、当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は31,489千円(前年同期比

269,813千円減)です。収入としては、短期借入れによる収入1,597,500千円によるものです。主な支出

としては、短期借入金の返済による支出1,512,500千円、長期借入金の返済による支出86,934千円など

となっております。

　

（4） 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

（5） 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 112,000

計 112,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 30,920 30,920
東京証券取引所
マザーズ市場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式
また、単元株制度は、採用して
おりません。

計 30,920 30,920 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づく、当社の取締役、監査役及び

従業員に対する新株予約権等の状況は次のとおりであります。

(ⅰ)　平成15年12月22日定時株主総会の特別決議(平成16年４月１日取締役会の決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 237(注)５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１

新株予約権の目的となる株式の数(株) 948(注)２、５、６

新株予約権の行使時の払込金額(円) 125,000(注)３、６

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成24年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　　125,000
　　　　　　資本組入額　 62,500

(注)６

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―
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(注)　１　普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。ま

た、単元株制度は、採用しておりません。

    　２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

３　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に

応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使

による場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げるものとします。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

４　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取

締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する契

約に定めるところによるものとします。

５　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

６　平成17年11月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって普通株式１株を４株に分

割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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(ⅱ)　平成17年12月22日定時株主総会の特別決議(平成18年４月28日取締役会の決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 309(注)２、６

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,236(注)３、６

新株予約権の行使時の払込金額(円) 254,100(注)４

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から
平成26年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　 　254,100 
　　　　　　資本組入額　 127,050

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　１　普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。ま

た、単元株制度は、採用しておりません。

　　 ２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、４株であります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

４　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

　　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応

じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使に

よる場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
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５　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取

締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、取締役会決議により決定します。

６　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

　

② 会社法第361条第１項第３号、第387条第１項、第236条、第238条、第239条の規定に基づく、当社及び当

社子会社の取締役、監査役及び使用人に対する新株予約権等の状況は次のとおりであります。

(ⅰ)　平成19年６月27日定時株主総会の特別決議(平成20年６月19日取締役会の決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 345(注)５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１

新株予約権の目的となる株式の数(株) 345(注)２、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 84,389(注)３

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から
平成28年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　 　84,389 
　　　　　　資本組入額　 42,195

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　１　普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。ま

た、単元株制度は、採用しておりません。

　　　２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

３　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に

応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使に

よる場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとします。
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既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

４　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取

締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する契

約に定めるところによるものとします。

５　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

　

(ⅱ)　平成20年６月24日定時株主総会の特別決議(平成21年６月12日取締役会の決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 400(注)５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１

新株予約権の目的となる株式の数(株) 400(注)２、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000(注)３

新株予約権の行使期間
平成23年７月１日から
平成29年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　 　50,000 
　　　　　　資本組入額　 25,000

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　１　普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。ま

た、単元株制度は、採用しておりません。

　　　２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

３　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に

応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

EDINET提出書類

株式会社豆蔵ＯＳホールディングス(E05148)

四半期報告書

14/39



　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使に

よる場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとします。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

４　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する契

約に定めるところによるものとします。

５　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

　

(ⅲ)　平成20年６月24日定時株主総会の特別決議(平成21年６月12日取締役会の決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 1,019(注)５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)１

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,019(注)２、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000(注)３

新株予約権の行使期間
平成23年７月１日から
平成29年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　 　50,000 
　　　　　　資本組入額　 25,000

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　１　普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。ま

た、単元株制度は、採用しておりません。

　　　２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
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３　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に

応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使に

よる場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとします。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

４　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する契

約に定めるところによるものとします。

５　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成22年７月１日～
　平成22年９月30日

― 30,920 ― 797,550 ― 1,181,070

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 　 　平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

情報技術開発株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 5,132 16.60

住商情報システム株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番12号 2,024 6.55

豆蔵ＯＳグループ従業員持株会
理事長　山田　雅彦

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 534 1.73

株式会社ワイ・ディ・シー 東京都府中市府中町一丁目９番 500 1.62

荻原　紀男 川崎市麻生区 452 1.46

ウルシステムズ株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番10号 428 1.38

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 350 1.13

和田　成史 東京都千代田区 330 1.07

坪田　研也 福井県坂井市 319 1.03

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 東京都中央区日本橋一丁目７番17号 300 0.97

計 ― 10,369 33.53

(注)  上記のほか、当社が保有している自己株式487株(発行済株式総数に対する所有株式の割合：1.58％)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
 普通株式　　 487

―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式
また、単元株制度は、採用しておりま
せん。

完全議決権株式(その他)  普通株式　30,433 30,433 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 30,920 ― ―

総株主の議決権 ― 30,433 ―

　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社豆蔵ＯＳホールディングス

東京都新宿区西新宿
二丁目１番１号

487 　― 487 1.58

計 ― 487 ― 487 1.58

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 63,00056,80045,90049,00045,50041,900

最低(円) 38,00037,00036,60038,20037,20037,900

(注)　株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半

期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年

４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人に

より四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となっております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,083,003 849,554

売掛金 806,849 708,293

商品 4,587 4,590

仕掛品 44,331 17,040

その他 82,476 191,745

貸倒引当金 △3,478 △3,403

流動資産合計 2,017,769 1,767,822

固定資産

有形固定資産 ※
 64,990

※
 74,968

無形固定資産

のれん 792,733 831,906

その他 104,837 122,648

無形固定資産合計 897,570 954,555

投資その他の資産

投資有価証券 429,026 450,635

その他 350,160 457,624

貸倒引当金 △55,415 △55,625

投資その他の資産合計 723,770 852,634

固定資産合計 1,686,332 1,882,158

資産合計 3,704,101 3,649,981

負債の部

流動負債

買掛金 135,758 118,756

短期借入金 760,000 757,392

1年内返済予定の長期借入金 128,950 88,216

未払法人税等 12,947 4,414

賞与引当金 49,157 46,181

その他 236,944 227,387

流動負債合計 1,323,757 1,242,347

固定負債

長期借入金 132,602 177,878

負ののれん 32,321 36,123

その他 1,180 1,190

固定負債合計 166,103 215,191

負債合計 1,489,860 1,457,539
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 797,550 797,550

資本剰余金 1,181,070 1,181,070

利益剰余金 239,683 206,546

自己株式 △20,277 △20,277

株主資本合計 2,198,026 2,164,889

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,546 3,641

評価・換算差額等合計 △15,546 3,641

新株予約権 31,761 23,911

純資産合計 2,214,241 2,192,441

負債純資産合計 3,704,101 3,649,981
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 1,413,436 2,045,642

売上原価 ※1
 1,109,402 1,428,237

売上総利益 304,033 617,404

販売費及び一般管理費 ※2
 432,013

※2
 503,556

営業利益又は営業損失（△） △127,979 113,848

営業外収益

受取利息 2,179 －

受取配当金 1,875 2,174

保険解約返戻金 24,441 －

持分法による投資利益 － 485

負ののれん償却額 － 3,802

その他 2,575 5,180

営業外収益合計 31,071 11,642

営業外費用

支払利息 4,807 7,167

為替差損 2,691 53

持分法による投資損失 40,032 －

その他 148 1,432

営業外費用合計 47,679 8,652

経常利益又は経常損失（△） △144,587 116,838

特別利益

投資有価証券売却益 － 25,649

受注損失引当金戻入額 － 15,861

貸倒引当金戻入額 875 －

その他 － 3,419

特別利益合計 875 44,930

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

固定資産除却損 131 －

その他 － 82

特別損失合計 131 10,273

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△143,842 151,495

法人税、住民税及び事業税 29,341 7,843

法人税等調整額 △72,710 80,082

法人税等合計 △43,368 87,925

少数株主損益調整前四半期純利益 － 63,570

少数株主利益 11,653 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112,128 63,570
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 723,404 1,160,289

売上原価 ※1
 567,522 755,610

売上総利益 155,881 404,679

販売費及び一般管理費 ※2
 220,521

※2
 251,406

営業利益又は営業損失（△） △64,640 153,272

営業外収益

受取利息 968 －

保険解約返戻金 23,371 －

持分法による投資利益 － 11,247

その他 1,448 4,891

営業外収益合計 25,788 16,138

営業外費用

支払利息 2,827 3,576

為替差損 1,994 97

持分法による投資損失 27,271 －

その他 148 487

営業外費用合計 32,241 4,161

経常利益又は経常損失（△） △71,093 165,250

特別利益

投資有価証券売却益 － 18,218

貸倒引当金戻入額 335 －

その他 － 85

特別利益合計 335 18,303

特別損失

固定資産除却損 131 －

特別損失合計 131 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△70,888 183,553

法人税、住民税及び事業税 17,841 7,060

法人税等調整額 △46,565 68,901

法人税等合計 △28,724 75,962

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,590

少数株主利益 10,231 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △52,395 107,590
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△143,842 151,495

減価償却費 51,754 33,939

のれん償却額 21,444 35,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） △875 65

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,650 2,976

受注損失引当金の増減額（△は減少） 50 △17,845

受取利息及び受取配当金 △4,055 △2,316

支払利息 4,807 7,167

持分法による投資損益（△は益） 40,032 △485

投資有価証券売却損益（△は益） － △25,649

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

売上債権の増減額（△は増加） 161,105 △98,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,709 △27,286

仕入債務の増減額（△は減少） △2,332 17,001

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △195 △5,772

未払又は未収消費税等の増減額 △10,625 26,241

その他の資産の増減額（△は増加） 10,064 31,110

その他の負債の増減額（△は減少） 30,699 35,575

その他 19,770 19,547

小計 166,743 192,771

利息及び配当金の受取額 4,513 2,319

利息の支払額 △4,847 △7,103

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △18,565 48,868

その他 － 2,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,844 239,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △30,000

有形固定資産の取得による支出 △6,030 △3,898

無形固定資産の取得による支出 △52,382 △5,433

投資有価証券の取得による支出 △30,487 △23,451

投資有価証券の売却による収入 － 38,559

関係会社株式の取得による支出 △25,000 －

事業譲受による支出 △18,084 －

差入保証金の差入による支出 △74,934 －

差入保証金の回収による収入 － 26,918

その他 3,068 △6,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,851 △4,120
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,587,500 1,597,500

短期借入金の返済による支出 △1,289,500 △1,512,500

長期借入金の返済による支出 △30,000 △86,934

配当金の支払額 △29,675 △29,555

財務活動によるキャッシュ・フロー 238,324 △31,489

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,647 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,670 203,478

現金及び現金同等物の期首残高 748,849 799,554

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,935 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △30

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 934,454

※
 1,003,003
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

　(1) 連結の範囲の変更

　株式会社ＯＳプロスタッフィングは、第１四半期

連結会計期間において清算結了したため、連結の

範囲から除外しております。

　(2) 変更後の連結子会社の数

５社　

２　会計処理基準に関する事項の変更

　(1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関

連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する

会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

　平成20年３月10日）を適用しております。

　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に

与える影響はありません。

　(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に

関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　

平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利

益及び経常利益が1,086千円、税金等調整前四半期

純利益が11,277千円それぞれ減少しております。
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【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２　前第２四半期連結累計期間に区分掲記しておりました「受取利息」は重要性が乏しいため、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累計期間の「受取利息」は142千円となっておりま

す。

３　前第２四半期連結累計期間に区分掲記しておりました「固定資産除却損」は重要性が乏しいため、特別損失の

「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累計期間の「固定資産除却損」は４千円となっ

ております。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２　前第２四半期連結会計期間に区分掲記しておりました「受取利息」は重要性が乏しいため、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結会計期間の「受取利息」は131千円となっておりま

す。

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度

に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結

会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連

結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

（共通支配下の取引）

　当社は、平成22年９月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社

である株式会社オープンストリームと株式会社モバイルコンビニとの合

併を決議いたしました。

１　合併の目的

　両社の経営資源を統合することにより、事業運営と組織の効率化を推

進することを目的としております。

２　合併の要旨

(1)　合併スケジュール

　　①　両子会社による合併契約書の締結：平成22年９月30日

　　②　両子会社合併承認株主総会：平成22年11月１日

　　③　合併期日（効力発生日）：平成23年１月１日（予定）

(2)　合併方式

　株式会社オープンストリームを存続会社、株式会社モバイルコンビニ

を消滅会社とする吸収合併方式であります。

(3)　合併に係る割当ての内容

　当社の連結子会社同士の合併であり、合併による対価の交付はなされ

ず、資本金の額の増加もありません。

(4)　実施する会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に定める共

通支配下の取引等に該当し、これに基づく会計処理を実施する予定で

あります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　188,849千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　179,999千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※１　売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額は、50千

円であります。

※２　販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

　　　 給与手当　　　　　　　　　 123,100千円

　　　 役員報酬　　　　　　　　　　93,862千円

　　　 賞与引当金繰入額　　　　　　 2,090千円

　１　　　　　　　　　　―

 
※２　販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

　　　 給与手当　　　　　　　　　 147,466千円

　　　 役員報酬　　　　　　　　　　80,245千円

　　　 賞与引当金繰入額　　　　　 　4,086千円

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

※１　売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額は、50千

円であります。

※２　販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

　　　 給与手当　　　　　　　　　  62,915千円

　　　 役員報酬　　　　　　　　　　51,461千円

　　　 賞与引当金繰入額　　　　　　 　781千円

　１　　　　　　　　　　―

 
※２　販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

　　　 給与手当　　　　　　　　　　73,395千円

　　　 役員報酬　　　　　　　　　　39,444千円

　　　 賞与引当金繰入額　　　　　 　2,022千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金 984,454千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50,000千円

現金及び現金同等物 934,454千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

現金及び預金 1,083,003千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △80,000千円

現金及び現金同等物 1,003,003千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年９月30日)
　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 30,920

　

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 487

　

　
３　新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
(株)

当第２四半期
連結会計期間末残高

(千円)

提出会社 ― ― 31,761

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 31,761

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月24日
第11回定時株主総会

普通株式 利益剰余金 30,433 1,000平成22年３月31日 平成22年６月25日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　当社グループは、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム受託開発、製品開発・販売及

びこれらに関する各種サービスを提供する単一事業区分の業務を営んでいるため、該当事項はありませ

ん。

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　当社グループは、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム受託開発、製品開発・販売及

びこれらに関する各種サービスを提供する単一事業区分の業務を営んでいるため、該当事項はありませ

ん。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

　当社グループは、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム受託開発、製品開発・販売、これ

らに関する各種業務等、ITソリューションに関する総合的なサービス提供を事業内容としており、情報サー

ビス単一事業であります。

　したがいまして、開示対象となる報告セグメントはありませんので、記載を省略しております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除

いております。

　

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

　　ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　 販売費及び一般管理費       3,008千円

　
　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 71,714円25銭
　

　 71,255円88銭
　

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日)
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,214,241 2,192,441

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

31,761 23,911

　（うち新株予約権） (31,761) (23,911)

普通株式に係る四半期末（期末）の純
資産額（千円）

2,182,480 2,168,530

普通株式の発行済株式数（株） 30,920 30,920

普通株式の自己株式数（株） 487 487

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た四半期末(期末)の普通株式の数
（株）

30,433 30,433

　
２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当たり

　　四半期純利益金額

　
第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △3,684円42銭

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

―円
　

１株当たり四半期純利益金額 2,088円87銭

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

―円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純

損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当第２四半期連結累計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

△112,128 63,570

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

△112,128 63,570

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 30,433 30,433

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含まれ
なかった潜在株式について前連結会計年度末
から重要な変動がある場合の概要

新株予約権２種類

定時株主総会の特別決議日
平成20年６月24日
なお、概要につきましては、
「第４提出会社の状況、１
株式等の状況、(2)新株予約
権等の状況」に記載のとお
りであります。

 
―
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △1,721円68銭

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

―円
　

１株当たり四半期純利益金額 3,535円33銭

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

―円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結会計期間は１株当たり四半期純

損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当第２四半期連結会計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

△52,395 107,590

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

△52,395 107,590

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 30,433 30,433

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含まれ
なかった潜在株式について前連結会計年度末
から重要な変動がある場合の概要

― ―
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月13日

株式会社豆蔵ＯＳホールディングス

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   白　川　芳　樹　 印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   梅　津　　　広　 印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社豆蔵ＯＳホールディングスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月

１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豆蔵ＯＳホールディングス及び連結

子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社豆蔵ＯＳホールディングス

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    白　川　芳　樹　 印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    梅　津　　　広　 印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社豆蔵ＯＳホールディングスの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豆蔵ＯＳホールディングス及び連結

子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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